
静岡県・下田市一体型道路等包括管理業務委託 
の基本的な進め方に関する覚書 

 
静岡県下田土木事務所（以下「甲」という。）と下田市（以下「乙」という。）は、

甲が管理する施設と乙が管理する施設を一体型に包括管理を実施する業務（以下「本

業務」という。）の基本的な進め方について、次のとおり覚書を交換する。 

 

（目的） 

第１条 甲と乙は、本業務を円滑に進めるため、相互に協力するものとし、本業務の

効率的かつ安定的な施行のため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（基本方針） 

第２条 甲と乙は、本業務に係る事務の実施にあたって、役割分担を明確にし、相互

に連携を図るものとする。 

 

（対象範囲） 

第３条 本業務の対象範囲は、別表１のとおりとする。 

 

（実施範囲） 

第４条 本業務の実施範囲は、別表２のとおりとする。 

 

（事務の内容・役割分担） 

第５条 本業務の事務の内容及び役割分担は、別表３のとおりとする。 

 

（経費負担） 

第６条 事務に係る経費の負担割合は、甲と乙の協議により別に定める。 

 

（連絡会議） 

第７条 甲と乙は、事務に係る連絡調整を図るため定期的に会議を開くものとする。 

 

（発注等の手続） 

第８条 甲は、本業務に係る発注等の手続きを行うこととし、乙はこれに協力するも

のとする。 

２ 甲は、甲が管理する施設における本業務について、契約を行うこととし、乙は、

乙が管理する施設における本業務について、甲が契約した者と契約するものとする。 

 

（継続的な協議） 

第９条 本覚書に定めるもののほか、甲と乙は、本事業の円滑な推進のため、協力し

てその詳細について協議・整理を行うとともに、必要に応じて別途、覚書の交換、

協定の締結等を行うものとする。  

 

（有効期間） 

第 10条 本覚書の有効期間は、協定締結日から本業務の契約期間である令和７年

10月 31日までとする。 

この覚書の交換を証するため、本書２通を作成し、甲と乙が署名の上、各１通を保

有する。 






